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○神家満高齢計画調整担当係長 定刻に

なりましたので、ただいまから令和６年

度第２回足立区地域包括ケアシステム推

進会議を開催させていただきます。 

 本日はお忙しい中ご出席いただきまし

て、誠にありがとうございます。私は、本

日司会を務めます、高齢者地域包括ケア

推進課の神家満と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 初めに、傍聴者の皆様に、お願いがご

ざいます。会場内での写真撮影、ビデオ

撮影、携帯電話等のご使用は、お控えく

ださい。どうぞ、ご理解とご協力をお願

いいたします。 

 議事に入る前に、前回から委員の交代

がございましたので、所属とお名前を、

こちらから、ご紹介させていただきます。 

 足立区医師会、副会長、山下俊樹様で

ございます。 

○山下委員 山下と申します。よろしく

お願いします。 

○神家満高齢計画調整担当係長 足立区

医師会、理事、内山真様でございます。 

○内山委員 足立区医師会の内山でござ

います。よろしくお願いいたします。 

○神家満高齢計画調整担当係長 どうぞ、

よろしくお願いいたします。 

 それでは議題に入る前に３点、こちら

から事務連絡をさせていただきます。 

 まずは、机上にお配りしております資

料の確認です。 

 「席次表」から順に、「次第」「委員名

簿」、続いて、各種案件の資料となってお

ります。 

 なお本日の議題は、議事３件、報告事

項７件、情報連絡事項４件です。会議の

途中で、資料に不備、不足等、お気づきに

なりましたら、お手数ですが事務局まで

お声がけをお願いいたします。 

 続いて、２点目、会議の進行について

です。前回の会議と同様に、会議時間と

案件数を考慮し、効率的な会議の運営を

行うため、議事及び報告事項は、事務局

及び担当所管からご説明をさせていただ

きます。その後、質疑応答をさせていた

だきます。 

 情報連絡事項につきましては、説明を

省略させていただき、最後に情報連絡事

項を含めて、全体の質疑をお受けする形

を取らせていただきたいと思います。 

 ３点目です。会議進行中のご発言につ

いてのお願いです。ご発言の際には、お

手数ですが、お手元のマイクのスイッチ

を入れていただき、所属とお名前から、

お願いいたします。 

 終了後は、マイクのスイッチを忘れず

に、お切りください。 

 本会議は、足立区地域包括ケアシステ

ム推進会議条例第７条より、委員の過半

数の出席によって、成立することとなっ

ております。 

 現在、出席者数は、委員の過半数に達

しているため、この会議が成立している

ことを、ご報告いたします。 

 また、この会議の会議録は、公開する

こととなっております。記録の関係上、

録音及び資料用の撮影をさせていただき

ますので、あらかじめご了承ください。 

 それでは、酒井会長より、ご挨拶をお

願いいたします。 

○酒井会長 皆様、こんにちは。本推進

会議は、昨年の６月に第１回を開きまし

て、新体制で、３つの部会を運営させて

いただいております。 

 各３つの部会が、この間、部会をそれ

ぞれ開きまして、そして、様々な施策、そ



ういったものを進めてきております。 

 本日は、本年度最後の推進会議となり

ますので、皆様のご意見等を承りたいと

思います。 

 限られた時間ではありますが、皆様の

活発なご意見等を、よろしくお願いいた

したいと思います。 

○神家満高齢計画調整担当係長 酒井会

長、ありがとうございました。 

 それでは、これから議題に入らせてい

ただきます。この後の進行、酒井会長、よ

ろしくお願いいたします。 

○酒井会長 はい。それでは早速、本日

の議題のほうを進行させていただきたい

と思います。 

 本日の議題は、お手元の次第にあると

おりでございます。 

 まず、議題（１）「令和７年度介護予防

事業案の見直し（案）について」、事務局

から、ご説明をお願いいたします。 

○半貫高齢者施策推進室長 高齢者施策

推進室長の半貫です。よろしくお願いい

たします。着座にて失礼いたします。 

 それでは資料、右肩に議事（１）と書か

れた 1 ページの資料を御覧ください。 

 令和７年度介護予防事業の見直し（案）

について、ご説明をさせていただきます。 

これは、これまでも実施してきておりま

した介護予防事業において、様々な課題

が出てきておりましたので、それを整理

して、より一層、効率的かつ効果的な対

応に応じるよう展開していくために、見

直しを行いその内容をご報告するもので

す。対象となる事業につきましては、項

番１に書かれました５つの事業になりま

す。どう見直したか概要については議事

（１）別紙１を御覧ください。 

 まず２ページ（１）の高齢者体力測定

会ですが、ご自身の体力について測定を

し、自分の状態を確認していただくとい

うものです。これまでは、事前申込みと

いう形で行っており、また体力のみの測

定という形で、行っておりましたが、７

年度からは、いつでも活用していただけ

ますように「申込不要」といたしました。

また体力だけではなく「認知機能」を測

定できるような形にしております。 

 会場につきましても地域学習センター、

生涯学習センター等で、毎月開催するよ

うな形に、拡大をしてまいります。 

 （２）はつらつ教室（室内型）です。 

こちらは、先着順による事前申込みが必

要という事で行っており、どうしても活

用される方々、低下してきてしまうとい

う課題がございました。多くの方にご利

用いただきたいということで、抽選の申

込みの形に変更をする予定でございます。 

 また（３）はじめてのフレイル予防教

室ですが、こちらは、６５歳以上の方で、

介護認定を受けていない方には、３年に

１度、介護予防チェックリストというア

ンケート形式のものを行っていただいて

おります。その結果で、フレイル予備軍

となられた方々に、ホウカツの方々がお

誘いいだいて、受けていただくという教

室になります。全１２回ということで行

っていたのですけれども、どうしても後

半になりますと、欠席者が増えてきてい

るというような状況がございました。短

期集中型で継続して参加いただけますよ

うに、全１０回とし、１日１回当たりの

時間も９０分という形で、実施をしてい

く予定です。 

 続きまして、３ページになります。 

 （４）Ｚｏｏｍでオンライン体操教室。 

こちらは、コロナ禍を契機に、どうして



も対面でできなかった時期もありました

ので、Ｚｏｏｍでできるような体操教室

を開催しておりました。こちらは「あだ

ち脳活ラボ」、この後の案件の中で、詳し

くご説明いたしますが、スマホで動画配

信できるものが、７年度から始まります

ので、そちらに移行をいたします。 

 （５）あだちスマホ教室ですが、Ｚｏｏ

ｍを行う前に、そもそもスマホの操作が

なかなかできないという方がおりました

ので、スマホ教室というものを開催して

おりましたが、「あだち脳活ラボ」の実施

によって、スマホよろず相談会等、また、

コールセンターも設け、スマホの使い方

についてもアドバイスできるような体制

を整え、そちらに移行をいたします。 

 最後に、あだち・らくらく体操番組放

送ですが、こちらＪ：ＣＯＭにお願いい

たしまして、体操の動画を放送していた

だいておりました。ただＪ：ＣＯＭの契

約者の方しか見ることができない。また、

どのくらいの方が見ているのかというの

が区のほうで把握できないという現状が

ありましたので、こちらＪ：ＣＯＭの配

信は終了とし、「あだち脳活ラボ」のほう

で、動画配信を行い、そちらで見ていた

だくような形を取ります。 

 ただ、あだち・らくらく体操、こちらに

つきましては、ホームページの動画で、

見ていただくことができるように掲載し

ておりますので、そちらへの周知をして

いきたいと考えております。 

 元の資料にお戻りください。はつらつ

高齢者部会で、この件につきまして、ご

意見を頂いております。 

 専門職による対面の教室は、対面なら

ではの効果がある。動画の活用を推進す

るのであれば、身になるようなカリキュ

ラムが配信されることが望ましい。 

 また、２つ目としまして、行政の介護

予防と地域医療の間における情報共有を

もっと有機的に連携した方が良い。 

 ３つ目としまして、効果測定できない

事業は見直すべき目的が分かりやすいが、

対面とデジタルのそれぞれのよさを進め

ていくためには、現場の人とのつながり

を大切にした方がよい、という貴重なご

意見を頂いたところです。 

 今後の方針です。参加者の方々が、新

しい取組に取り残されないように、現場

に携わる指導者等と、慎重にカリキュラ

ムの進め方を協議して、運営していきた

いと考えております。 

 また、介護予防事業に参加した高齢者

の方が、医療・介護等どのような場面で、

相談しても「区では、こういうことをや

っていますよ」と、同じような支援がで

きるように、情報共有を徹底してまいり

たいと考えております。 

 また、区の介護予防事業に関わる地域

の専門職との協働をより一層意識しまし

て、参加者の方々を包括的に支援してい

く体制を続けてまいりたいと考えており

ます。 

 見直し後の介護予防事業については、

４ページ、Ａ３の資料になります。 

 別紙２、これまで、個々の介護予防事

業につきましては、リーフレット等の区

民の方に周知するものは作成していまし

たが、一体的に見せるという形ものが、

できていなかったため今回、イメージ図

を作成いたしました。今後、よりブラッ

シュアップをして、区民の方に足立区の

介護予防事業が、伝わるようにしてまい

りたいと考えております。説明は以上で

す。 



○酒井会長 ありがとうございました。

今の説明を受けまして、皆さんからご意

見等を伺いたいと思います。よろしくお

願いします。お願いします。 

○大口委員 大口でございます。今のお

話を聞きまして、区全体像のイメージの

別紙２のところになるのですが、様々な

活動とか、全体像が見えていて、今回「Ｎ

ｅｗ」という形で、「あだち脳活ラボ」の

綺麗なリーフレットを見てみると、いろ

いろなものがあるのだなと、分かりやす

いもので。こういったリーフレットとか

で、「あだち脳活ラボ」とかを、また中心

にしながら、やっていくとは、いいので

すけれども。 

 それぞれの公民館だとか、それぞれの

教室だとか、それぞれの場面において、

様々な場所で、この「あだち脳活ラボ」の

ことを発信していくと思われるのですが、

現時点で、恐らく同じような形で取り組

んでいると思われる民間のスポーツジム

や、いろいろと足立区内でも自分たちの

力で健康づくりに取り組んでいらっしゃ

るような方々やそういった民間のところ

に周知したりして、取組等の連携をつく

っていくなど、そういった活動は、今の

ところあるかどうかをお伺いできればと

思いまして。 

○河内介護予防生活支援係長 ありがと

うございます。介護予防生活支援係の河

内でございます。ご意見、ありがとうご

ざいました。これまで区の介護予防事業

と民間のスポーツジムとの連携が、でき

ていなかったので。できれば、ＰＲのご

協力のお願いや、様々な形で連携取れて

行けるように、取り組んでいきたいと思

います。 

○大口委員 ありがとうございます。介

護予防というと、認知症予防のところも、

入ってきたりするので、幅広い区民の

方々に伝えていけるような仕組みになれ

ばなと思って、発言させていただきまし

た。ありがとうございます。 

○酒井会長 はい。他はいかがでしょう

か。 

○大竹委員 ボランティア連合会の大竹

です。 

 高齢者体力測定会について、お伺いし

たいのですが、区内の学習センターとか

で開催をすることになるのですが、例え

ば、団体でこの高齢者の体力測定会を開

いてほしいよと言われた場合に、要望に

は応えられるのですか。 

○河内介護予防生活支援係長 ありがと

うございます。介護予防生活支援係の河

内でございます。 

 高齢者体力測定会ですが、固定開催で

参加者の方を待っているだけではなく、

昨年度は、シルバー人材センターと連携

ということで、出張型の訪問を、開催さ

せていただきました。 

 参加者の方には、大変ご好評をいただ

きましたので、来年度、新しく見直すは

つらつ測定会も、今までと変わる部分も

ありますが高齢の団体の方々と連携につ

いて、ご相談していきたいと思います。 

○酒井会長 よろしいですね。ほかは、

いかがでしょうか。 

 今、目を通されている方もいらっしゃ

ると思いますので、また後ほど、この点

を含めて、お伺いする時間を設けますの

で、次に移りたいと思います。 

 それでは、議事（２）に、行きたいと思

います。 

 「令和７年度からの認知症検診事業（案）

について」事務局から、説明をお願いし



たいと思います。 

○半貫高齢者施策推進室長 では、資料

（２）、資料５ページを御覧ください。

「令和７年度からの認知症検診事業（案）

について」ご説明をいたします。 

 足立区では、令和４年度から認知症の

検診、「あたまの健康度測定」ということ

で、少し軟らかいネーミングにして、実

施をしてきました。令和７年度から開始

いたします「あだち脳活ラボ」、こちらが、

認知機能を測る機能もございますので、

そこで認知機能低下の疑いという方が、

発見されます。その方々もこの検診に、

より早くつなげられるような形に、一部

内容を変更して、実施を予定しておりま

す。 

 別紙１の表を御覧ください。まず、事

業名ですが、「あたまの健康度測定」とい

うことで、医師会の先生方とも協議して、

実施をしてきたところだったのですが、

やはりこの「あたまの健康」というとこ

ろが「あまり印象がよくない」というよ

うなご意見を、これまで頂いてきました。 

 そういったこともあり再度、医師会の

先生方とも、ご協議させていただきまし

て、認知症支援のシンボルカラーである

オレンジを取り入れた名称「あだちオレ

ンジチェック」という名称で、進めてい

きたいと考えております。 

 これまで７０歳の方限定に、受診票を

お送りして、検診を行っておりましたが、

対象者を拡大いたします。先ほど申し上

げました介護予防チェックリストで、認

知機能低下の疑いのある方、また「あだ

ち脳活ラボ」による物忘れチェックがで

きるＪ－ＭＣＩ、こちら５０歳以上の方

が、利用できるようになっております。

もう一つがＣｏｇｎｉｔｒａｘ、こちら

は、６５歳以上の方が利用できるもので

すが、この２つで認知症機能低下の疑い

のある方、この方々にも、認知症検診を

受けていただけるような流れにしてまい

ります。 

 足立区内の医師会様で、ご指定いただ

ける医療機関で、個別の検診となります。

令和６年度までは、５月中旬から８月末

という期間でしたが、より利用していた

だきやすいように、２月の末まで、受診

期間を延ばして、実施をしていく予定で

ございます。 

 また、検診後支援ですけれども、やは

り検診で認知機能低下という判定を受け

た方というのは、ご不安があります。そ

の方々に、これまで訪問看護ステーショ

ンの看護師の方で、伴走支援ということ

を行っていたのですが、なかなか、看護

師の方ということで、敷居が高かったの

か、余り利用される方が少なかったとい

うところがあります。 

 今後は、認知症地域支援推進員、こち

らホウカツの職員なのですけれども、認

知症を専門に担っている職員ですが、こ

の方々に、サポートをしていただくこと

を考えております。 

 別紙Ａ３の資料になります。６ページ

と書かれた、こちらが全体のスキーム管

理となっております。 

 対象として７０歳の方、これまでの検

診の受診日等から測定しまして、総勢で

３００名ぐらいの方が受けていただける

かと想定しております。また、介護予防

チェックリストでも３００人、Ｊ－ＭＣ

Ｉ、Ｃｏｇｎｉｔｒａｘのほうからは、

２３０人ということで、年間合計８３０

人ぐらいの方が、検診を受診されるので

はないかということで、今、想定してい



るところです。説明は、以上になります。 

○酒井会長 はい、ありがとうございま

す。今のご説明を受けまして皆様の意見

を、お伺いしたいと思います。 

○半貫高齢者施策推進室長 補足で説明

させていただきます。すみません。 

○酒井会長 はい、どうぞ。 

○半貫高齢者施策推進室長 検診を受け

るに当たって、５０歳から６４歳の方々

についても若年性の認知症の可能性があ

りますので、このＡ３の資料の真ん中の

オレンジ色の右側の部分、このペーパー

の中ほどになりますけれども、区内指定

医療機関の中でも、若年性認知症の対応

可能な医療機関、専門の医療機関のとこ

ろで、検診をしていただくということを、

各医師会の先生方とご相談して、決めて

おります。 

 若年性の方々には、専門のところで検

診を受けていただく想定でございます。 

○酒井会長 はい、ありがとうございま

す。いかがでしょう。不明点や疑問点は

ございますか。 

○大口委員 大口でございます。 

 Ｊ－ＭＣＩやＣｏｇｎｉｔｒａｘから

来るルートの方々というのは、いわゆる

検診やこちらからのアウトリーチではな

く、自らあだち脳活ラボで登録した方が、

認知機能に関する質問に答えその結果が

データとして、上がってくると、そんな

イメージでよろしいでしょうか。 

○佃認知症施策担当係長 認知症施策推

進係の佃と申します。ご質問ありがとう

ございます。今、大口委員から言われた

とおりの想定でおりまして、「あだち脳

活ラボ」の中のＪ－ＭＣＩに質問のツー

ルがございます。あとＣｏｇｎｉｔｒａ

ｘは、はつらつ測定会で、体力測定と認

知機能測定をする場面がございまして、

そちらで、認知機能低下の疑いの判定に

なった方に、ご案内するという想定をし

ております。 

○大口委員 ありがとうございます。お

そらく１年間実施して経過などを踏まえ

戦略的に行っていかれるかと思いますが、

認知症関係で結構悩まれて、いろんなこ

とに取り組まれて、でも、免許証更新で

も、認知症関係のことで、いろいろとや

りながらドライバーの更新をやったりす

るとき、あのようなときに動かせるもの、

このルートと、うまく連携がなされれば、

免許更新との間で、この流れで、バラン

スよく連携ができるみたいな。ただ、先々

の様子も見ながらも、そういった形で間

口を入れられるような、入り口をつくる

というのはすごく大きなことだと思うの

で。 

 あとは、それぞれの機関に連携しなが

らやっていくということも、次年度以降、

状況が見えてきたところで、広げていく

ということもあると、自然な形で、足立

区に住む方で免許更新したりしたのは、

この流れに乗って来るみたいな形で、多

くの方が早いうちに、早期の認知症があ

ったとしても、生活できるという環境が、

入り口として、あるのではないかなと思

ったところがスキームの中に入っている

ので、確認していただきました。ありが

とうございます。 

○酒井会長 ほかに、いかがでしょうか。

お願いします。 

○羽田委員 足立区介護サービス事業者

連絡協議会の訪問看護部会の羽田と申し

ます。 

 今回、この認知症の検診のスキームに

関して、伴走支援も含まれる形で足立区



の訪問看護ステーション部会のほうで、

約２年間、伴走支援の継続を行ってみた

のだが、実際、伴走支援につながった方

たちというのは、やはり３割程度でした。 

 事務局が言われたように、やはり看護

師がというところもあったかと思います

が、実際、連絡して関わってみると、就労

などで、時間的に合わなかったり、検診

の際に、認知症に対して、かなり不安感

があり不安を訴え、結果伴走支援の依頼

があったが、やはり、辞退されるなどの

ケースもありました。 

 実際、関わってきた方たちには、やは

り認知症という形で検診、診察につなが

ったケースもあれば、精神的な病を抱え

ているのかなというような部分のものも

あり、訪問看護師は、認知症の視点や精

神的なところなどいろいろな面で、その

方の個性をこちらで捉えて、判断して、

ご支援していく職種ですので、全体的に

捉えて、認知症というよりも、精神的な

病気や多角的な障害があるのではないか

ということで関わってきたのですが、今

後、あのホウカツの認知症地域支援推進

員の方たちが、その方たちを担っていく

となったとき、実際認知症の方は３割ぐ

らいであったので実践という形になると、

余り力になれなかったというのが、私た

ちの部分での反省点です。 

 今後、ホウカツにつながっていくとい

う場合に、ちょっと複雑な問題を抱えて

いる方たちが、実際はかなり多かったか

なと。この支援の期間が、私たちは６か

月で個別に関わってやってきたところを、

３か月という形になっていくので、その

後の対応のイメージや、割り振りという

のが、どういう形でつながっていけそう

なのかなというのが、疑問になりました。 

○酒井会長 はい。 

○佃認知症施策担当係長 認知症施策推

進係の佃と申します。 

 この令和４年度から３年間、訪問看護

ステーションの皆様には、大変お世話に

なりまして、ありがとうございました。 

 最初の時点で、どんな検診、ご支援、伴

走支援が必要なのかというところから、

ご相談に乗っていただいて、この形をや

ってきました。結果としては、ちょっと

数が伸び悩んだところではあるのですけ

れども。医師会の先生方や訪問看護ステ

ーションの皆様と連携して、この事業を

やってきたというところでは、いろいろ

得たものがあったと感じております。本

当に、ありがとうございました。 

 今後の、懸念されているというイメー

ジですけれども、包括支援センターで、

得ている情報、先ほども言いましたが、

実態把握訪問で、得ている情報もござい

ますので、その辺りの森システムという

システムがあるのですけれども、そのシ

ステムを、認知症地域支援推進員も使え

るようにしまして、より早く、担当の包

括につなげる役割を取るというところを

中心に考えますので、３か月という期間

設定で準備しております。 

 より身近なホウカツにつなげるという

ところと、あと今、羽田委員がおっしゃ

った、認知症の特徴が少しあって、大変

そうなケースもあったということですの

で、その辺りは、認知症地域支援推進員

が、認知症について、特化して学んだホ

ウカツの職員の方に、担っていただいて

いますので、そこが、引き継いだ後も、フ

ォローするような形で、各ホウカツの担

当のほうに引き継いでいくということを

考えております。以上です。 



○酒井会長 はい、ありがとうございま

す。よろしいですか。 

○羽田委員 はい。 

○酒井会長 では、私のほうから。今、伴

走支援、あだちオレンジサポートについ

て、話しがあったのですけれども、不安

の傾聴とか、そういった結構重要な部分

かと思うのですけれども、変更前は、検

診後支援期間が６か月で、オレンジサポ

ートに変わって３か月ということなので

すけれども、この３か月と期間を区切っ

た理由は、何かあるのですか。 

○佃認知症施策担当係長 認知症施策推

進係の佃と申します。 

 ３か月についてなのですけれども、認

知症地域支援推進員が３か月の目安で支

援させていただいて、より早く、担当の

ホウカツ、地区担当のホウカツの職員に

つないでいくというところで、３か月間

は推進員が担当して、ホウカツにつなげ

るということで、このスキームを組み立

てました。 

○酒井会長 基本的には、従来と変わら

ないくらいの伴走期間があるという理解

でよろしいでしょうか。 

○佃認知症施策担当係長 はい、そうで

す。今までも、最大６か月ということで、

やっておりましたが、大体、平均すると

３か月前後だったかなと。長くかかる方

もいらっしゃったかと思うのですけれど

も、平均すると３、４か月ぐらいだった

というところも、評価を踏まえて、この

期間を出しております。 

○酒井会長 はい、ありがとうございま

す。 

○山下委員 はい。医師会の山下です。

医師会としてというよりかは、この令和

４、５、６年度、３年間に渡って行われた

認知症検診に携わった者として、印象を

申し上げたいと思いますけれども。 

 厳しいことを言うようですけれども、

このサポート伴走支援制度、これは成功

したとは言えないと感じております。 

 これが悪かったというよりかは、もと

もと行政主導で始まったと。その思想は

よかったと思うのです。すなわち、検診

をやりっぱなしでいいのかと、ここで、

引っかかった人たちを、どうするのかと

いうことで、まさに、そのとおりだろう

と、そこは賛同しました。 

 ただし、これを運用するに当たって、

これ早期の認知症を探す事業ですから、

その区民の方が引っかかったと言っても、

本人は元気だし、余り困っていないと。

その人たちに、プロの訪問看護師たちが、

行ったとしても、一体どれだけのサポー

トができるのか、あるいは、その該当し

た区民の人たちも、「何しに来たか」とい

うようなことになりかねないということ

で、そこの仕組みは、難しいのではない

かというのは、当初から予測されていた

と。 

 ただ、訪問看護の人たちも、かなりご

苦労なさったのではないかと思います。

結果、このスキームにのっとって行った

けれども。場合によっては邪険にされる

というような事態だって、考えられるか

もしれない。実際に、そういうような場

面があったのではないかと想像はしてお

ります。 

 それの反省を込めて、今回、新しいス

キームでということなのですけれども。

この新しいスキームにおいても、やはり、

どうなるか分からないということなので、

ここは、もちろん我々も最大限、協力し

たいと思うのですけれども、やはり問題



が生じたり、あるいは余り意味がないか

なというところは、本当にどんどんブラ

ッシュアップしていくべきじゃないかと

考えています。 

 話が長くなりますけれども、そういう

意味では、この「あだち脳活ラボ」のＪ－

ＭＣＩを用いたスクリーニング、これも

一応確立した方法となっておりますけれ

ども、広く、この一般の区民に対して、無

作為に登録してやるというようなことは、

今までなされていないのではないかと理

解しております。 

 どうして引っかかってくるのかという

ところは、我々としても、これは今後、デ

ータとしてきっちり分析して、そして本

当に、実社会の中で使えるのかどうかと

いうことを、逆にフィードバックするぐ

らいのつもりで、真剣に取り組んでいく

べきではないかと、これは私個人の考え

ですけれども、そう感じております。以

上です。 

○酒井会長 はい、どうぞ。 

○佃認知症施策担当係長 はい。認知症

施策推進係の佃です。山下先生、ありが

とうございます。私どもとしましても、

新たな認知症検診事業、このスキームに

ついて、効果検証を進めながら、また医

師会の先生方と、ご相談しながら、進め

ていきたいと考えております。どうぞ、

よろしくお願いいたします。 

○酒井会長 はい。ほか、いかがですか。 

 それでは、次に参りたいと思います。

続いて議事の（３）「地域包括支援センタ

ーの業務委託評価の結果について」進め

ていきたいと思います。 

○半貫高齢者施策推進室長 資料７ペー

ジなります。「地域包括支援センターの

業務委託評価の結果について」になりま

す。 

 令和７年１月２３日から令和７年２月

４日まで、この期間の評価を行いました。 

委員評価、履行評価、取組評価と行って

おります。 

 評価委員になられた委員の先生方、ご

協力いただきまして、誠にありがとうご

ざいました。 

 結果でございます。結果につきまして

は、別紙としまして、別冊でつづったも

のがございます。こちらですけれども、

大変恐縮ではありますが、この会議終了

後、回収をさせていただきますので、机

上に置いておいていただければと思いま

す。 

 結果の概要ですけれども、良好決定が

８割以上だったホウカツが、２４か所と

なっております。 

 今回、千住本町のホウカツですけれど

も、令和６年８月から受託事業者が代わ

った関係で、評価はしたところですが、

結果からは除外をしております。途中で

事業者が変更になった場合の評価基準と

いうものを、こちらで準備ができておら

ずに、こういった結果となりました。 

 年度途中で事業者が代わるということ

は、今後も想定されますので、そういっ

た場合の評価基準につきましては、今後、

整備を進めていく予定でおります。 

 地域包括支援センターへの結果の報告

につきましては、３月の上旬以降、順次、

受託事業者とヒアリングを行い、報告を

しております。この結果につきましては、

令和７年４月の区の厚生委員会のほうで

報告をし、その後、区のホームページに

公表をする予定でおります。私からは、

以上です。 

○酒井会長 はい、ありがとうございま



す。この点について、ご質問を受けて、ご

意見を伺いたいと思います。資料、どう

ですか。 

 はい、お願いします。 

○小島委員 足立区高齢者福祉施設連絡

協議会の小島です。３点ございまして、

以前、このような機会でお話ししたかな

と思うのですが、評価が上位のセンター

の優れた取組や方法論について、全体の

底上げということで、かなり有効だと思

うのですが、どのように共有されている

のかというところと、あとは、その結果

について、受託事業者へのヒアリングを

なされていると思うのですが、この評価

に対する妥当性や納得性も含めた、この

フィードバックは、どのようになされて

いるのかというところと、あとは、本格

運用して、まだ間もないと思いますが、

現時点で、捉えている課題があれば、教

えていただきたいと思います。以上です。 

○酒井会長 はい。 

○坪井地域包括支援センター係長 地域

包括支援センター担当の坪井です。私か

ら回答をいたします。 

 まず、評価の上位のホウカツの共有で

ございますが、センター長会で、毎年共

有をしております。なので、直近ですと

夏です。来年の夏８月に上位のホウカツ

のセンター長に、お願いをしまして協議

をします。 

 続きまして、結果の妥当性のフィード

バックがございますが、ホウカツの評価

は、ＰＤＣＡサイクルを回しておりまし

て、３月上旬にホウカツのセンター長と

法人の方を一度ヒアリングしております。

その後に、出張研修という形で、６月ぐ

らいにセンター係のほうで、該当のホウ

カツを選定しまして、そこで１時間、２

時間程度、膝を突き合わせて、話し合い

をしております。 

 ３つ目です。課題でございますが、評

価の中には、ほぼほぼ、客観的評価では

ございますが、一部、主観が入っており

ますので、その主観に公平性があるのか

どうかというのは、今後検討をしてまい

ります。以上でございます。 

○酒井会長 はい、ありがとうございま

す。お願いします。 

○賀川委員 医師会の賀川でございます。

ホウカツなのですけれども、大変苦労も

ありまして、非常に忙しい。看護師さん

も入っていますし、保健師さんも入って。

一方、医療機関は、病院もそうなのです

けれども、行政機関も入ってきて、施設

に入る人もいるのですけれども、施設に

入る、そういうパーセンテージ、いつも

見落としている。そういう方が、個別に

家に帰れればいいのですけれども、一方

で外来をやっておりましても、何かあり

ましたら、すぐにホウカツのほうに。こ

れはドクターからも、あるいは看護師か

らも、ホウカツにお願いします。ですが、

その看護師さんのほうからも、いろいろ

と何かと来ますので、本当にホウカツさ

んは、１０人ぐらいでやってらっしゃる

のですけれども、非常に大変ではないか

なと思っております。その関係の方々に

対して、ちょっとその辺について、本当

に大変なのか、潰れそうなのか、お聞か

せ願いたいと思います。 

 私は、うちのグループでホウカツはや

っておりませんけれども、経営学的にも

地元の病院がついているホウカツさんは、

それは、それでいいですけれども。非常

に経営的にも大変だ。あるいは、その一

方で、都心型に入ってきているホウカツ



さんもいらっしゃると思います。いろい

ろな業界で、厳しい中で、ホウカツさん

って、どうですかと。総合的なところも

ありますけれども、何かお聞かせいただ

ければと思います。 

○酒井会長 ありがとうございます。は

い、お願いします。 

○結城委員 社会福祉協議会の結城と申

します。 

私ども法人で基幹ホウカツと関原ホウ

カツを受託しています。 

ご質問のところですけども、職員数は各

ホウカツの高齢者数で割り振られています

ので、ホウカツ毎でバラバラです。 

 忙しいかというところでは正直、忙しい

と思っています。 

現在実施されている評価に対して、各職

員がすべての評価項目に対して 100％を目

指して全力で行っており、キリがないとい

うのが正直なところです。 

また、どうしても虐待や緊急対応等が発

生し、そのうえで実態把握等も実施してい

るため、本当にホウカツの職員はほとんど

席に居られないのが現状です。 

このままでは職員は、正直息切れをして

くるのではないかと、個人的には思ってい

るところです。 

ですので今、このセンターはこの項目が

弱い、できていない、そこを重点的にやっ

ていくなどセンター毎で少しメリハリをつ

けた方が良いと感じています。 

以上です。 

○酒井会長 はい、ありがとうございま

す。 

○賀川委員 女性の方が多いかと思いま

すけれども、看護師さんにしても、保健

師さんにしても、家に帰れば自分のとこ

ろの家事がございます。 

 しかしながら、夜も勤務というところ

もありますので、その辺はなかなか大変

ではないかと。足立区さんは、本当にホ

ウカツと、しっかりやっていらっしゃる

という話を聞いておりますけれども。例

えばたくさん入ってきまして、必ず、そ

の関係者を見守り、見回りされるのでし

ょうけれども、一方、他の件につきまし

ては、見回り。見守る者もいないから、来

てくれない。そういう話も聞きますので、

大変でしょうけれども、引き続き頑張っ

ていただきたいと思っております。私の

主観ですけれども、ありがとうございま

した。 

○酒井会長 はい、ありがとうございま

す。はい、お願いします。 

○小島委員 追加でお話すると、今、私

どもも、ホウカツがありまして、現場の

職員から聞いて、近くで見ていると、ホ

ウカツの業務は、非常に多岐に渡ってい

て、いろいろな事業をどうなっているか、

いろいろな業務をこなしていかないとい

けないのですけれども。こと困難ケース、

いわゆる虐待に該当されるケースが、発

生しますと、そこにすごく注力する。そ

こに並行して、いろいろな事業をやらな

ければいけないというところが、バラン

スとして、非常に難しいなと。もちろん、

虐待については、緊急的な対応ですので、

そこを無視してやるわけには行きません

ので、そこに専念せざるを得ないという

状況の中で、本当に忙しいというか、手

を貸してあげたいなと思うところもあり

ますし、思いのほか今回の事業評価がモ

チベーションに与える影響が非常に大き

いことが、今回よく分かりました。以上

です。 

○酒井会長 はい。では、続けて。 



○白井委員 足立区介護サービス事業者

連絡協議会の白井と申します。 

 ２点ほど、お尋ねしたいと思います。 

各ホウカツさんの点数を今拝見させてい

ただくと、これは医療介護連携の部分と

認知症施策関連が、やや平均を下回って

いるホウカツさんが見られるのですが、

ここの差というものに関して、恐らく連

携の部分に、とても苦慮するホウカツさ

んが多いのかなと推測されます。 

 私自身も介護支援専門員なので、ホウ

カツさんと、結構、連携することが多々

あるのですが、来年度以降、ホウカツさ

んが、この医療介護連携という、このキ

ーワードに関して、区として広報支援を

考えているようなことがあれば、お教え

いただければと思います。 

○瀬崎医療介護連携課長 医療介護連携

課長の瀬崎と申します。ご質問ありがと

うございます。 

 この後の報告事項でも、ご予定してい

ますけれども、「すこやかプラザあだち」

ということで、医療と介護連携研修セン

ターができます。 

 また、基幹包括支援センターの一部も、

すこやかプラザに入りますし、ホウカツ

江北も入りますので、今まで以上に強力

なバックアップ体制が取れるかと思いま

すので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○酒井会長 はい、よろしいですかね。

○大口委員 質問してもいいですか。 

○酒井会長 はい。 

○大口委員 大口でございます。推進会

議の副会長をさせていただいております。

皆様のご意見、解説を、毎年、このような

形で、評価ということに携わらせていた

だいておりますが、今回も、評価の結果

のところ、いろいろな資料に書かれてい

て、それぞれ個別のホウカツのセンター

の方々が、どれぐらい頑張っていらっし

ゃるかとか、いろいろなところの部分の

委員からも講評みたいなものも含めて、

書かれていると思います。 

 この中の評価結果の１番最初のページ

ところに、総括するような形で、今年の

結果というものが書かれているわけなの

ですが、私からは、２点お伝えできれば

と思っております。 

 １つは、この評価委員の講評というと

ころに書かれている、前年度９０点、今

年は９２点という数字、これは、かなり

目立つと思うのです。今回と、前年度と

いうのは、ほぼ同じようなやり方を踏襲

してやっているというところで、今まで

もＰＤＣＡという形で、評価の中身とか、

割り方とかを変えながらやってきました

が、今回、単純に比較ができる状況にな

ってきているところがあります。 

 その中で２点も上がっている状態で、

この２点がどのくらいすごいのかという

ことが、なかなか伝わりづらいという欠

点はありますが、これは先ほどの委員か

らも話がありましたとおり、この先も、

点数が上がっていくというのが、普通の

基本的な見方ではあるのですけれども、

それぞれのバランスと言ったらいいので

しょうか。ホウカツのそれぞれのバラン

スだとか、見込み具合とか、また、この１

年、２年、３年たってみたところの状況

というところも加味しながら全体的に見

ていくという。単年度ではなくて、２、３

年の経過とか、３、４年の経過を見なが

ら見ていくという視点が、足立区の場合、

そろってきているのではないかなと思う

ところがあります。 

 そういう点で言えば、１つそういった



視点も含めながら、現在の評価をやって

いるわけなのですけれども、経年的な視

点をこれからも入れていくという、そう

いったことと同時に。最後に、全国的に

見ても、足立区は標準レベルではなく、

常に高水準の需要を実施できておりと書

いてあるのですが、こちらについては、

国レベルで、ちゃんと測れる指導ができ

ていれば、足立区がしっかりとしている

ということを見せられるのですが、現状

は、国レベルでそういうことはできてい

ないというか、備わっていないという実

態があります。 

 ただ、この十数年間、私自身も足立区

のホウカツに携わらせていただいていて、

全国のホウカツを見ていて、やはり、足

立区は本当にいろいろなことの取組を毎

年このようにブラッシュアップされて、

今回もこのオレンジの入った形で、すご

く先駆的でしっかりとやってらっしゃる

ということがあったりする。水準が、高

水準であるということが、ほかと比べて

あるので、いずれは、そういった高水準

だというところを、ちゃんと示した上で

の足立区全体のホウカツが、今、頑張っ

ているのだというところ、あと大変さも

含めて、ちゃんと分かり合えるような形

のことが見えてくると思っております。 

 感想的な話になりましたが、以上にな

ります。 

○酒井会長 はい、ありがとうございま

す。こういう記事については、よろしい

ですかね。 

 それでは、議事事項に関しては、一旦、

ここまでといたしまして、次に報告事項

に入っていきたいと思います。 

 報告事項（１）について、「『すこやか

プラザ あだち』の開設について」を、医

療介護連携課長の瀬崎委員より、お願い

したいと思います。 

○瀬崎医療介護連携課長 はい。医療介

護連携課瀬崎です。よろしくお願いしま

す。 

 ８ページ目にございます、報告案件（１）

でございます。件名「『すこやかプラザ 

あだち」の開設について』でございます。 

 こちらの施設４月２１日に、新たにオ

ープンする施設でございます。今現在、

西新井本町２丁目にあります江北保健セ

ンターの移転に伴いまして、旧上沼田中

学校の跡地に複合施設ができるというよ

うな内容になっております。 

 場所につきましては、環状七号線の南

側、日暮里舎人ライナーの江北駅が交わ

るエリアにございまして、東京女子医科

大学足立医療センターと、江北小学校に

隣接する場所になります。 

 １階に子育てサロンと休日応急診療所、

２階部分に江北保健センター、３階部分

に医療と介護の連携センターと、私ども

北館１階と医療と介護の連携課、職員３

０名程度、あと福祉まるごと相談課の西

部拠点ということで、職員、相談員含め

て８名程度、地域包括支援センター江北

も移動しますし、社会福祉協議会で運営

しています、基幹地域包括支援センター

の西部と、北千住に権利擁護支援センタ

ーの成年後見センターあだち社会福祉協

議会職員１５名程度、合計６０名程度の

職員が、３階に移るような施設になって

おります。 

 詳細につきましては、次の１０ページ

目のＡ３の建築計画概要ということで、

非常に広い敷地でございまして、駐車場

が８８台分の予定地でございます。また

南側の江北小学校に面したところには、



広い広場ですとか、建物の１階には、屋

根の下広場もありまして、イベントが開

設できるような空間になっているところ

でございます。 

 レイアウト下のほう１階には、休日応

急診療所と、子育てサロンがありまして、

中央部分、多目的広場、室内、ここには、

健康チェック機器を置いて、区民の健康

をすぐに測れるような展示を予定してい

るというところでございます。 

 また２階には、江北保健センターの事

務室スペースと、研修・相談室が入りま

す。 

 ３階部分には、先ほどの６０平米の職

員の事務室と、大研修室３００名程度、

庁舎ホールと同じぐらいの面積がありま

すけれども。こちらの研修施設で、医療

と介護の連携研修をしていこうというこ

とです。通常仕立てですと、９０名の部

屋が１部屋と、６０名の部屋が２部屋と

いうことで、３つの会議室こういったと

ころを新しくできるというところでござ

います。 

 また事業展開のイメージですけれども、

この次のページ上の資料、左上、「人生１

００年時代に向けて医療介護連携・健康

づくりを力強く推進！」ということで、

予算のプレス資料でございます。 

 医療と介護の連携の部分につきまして

は、新しく「在宅療養推進協議会」という

協議会をつくって、センターの運営を考

えていくというところですとか、あと、

これから在宅療養というところで、区民

の方々のご自宅での在宅療養の知識、ま

だまだ、私どもも啓発していかなければ

ならないところ、また医療介護従事者と

の研修の部分につきましても、予算を立

てているところでございます。 

 加えて、介護人材の確保の部分です。

また定着の部分の事業も、新たに手を打

っていきたいと思っていますし、こちら

右側の衛生部になりますけれども、健康

事業ということで、６０歳からの健康リ

スタート事業ですとか、健康コンシェル

ジュの配置ということで、こういった事

業を展開していく予定となっております。 

 資料８ページ目に戻りまして、施設の

オープンは、２１日から事業が始まりま

すけれども、昨日で来月４日の金曜日、

午後１時から３時、また６日の日曜日の

午前１１時から午後１時ということで、

施設の見学会を予定しております。もし

委員の皆様方も、厚生の団体の皆様方に

も、周知していただきながら、ぜひ施設

の中を、事前に見ていただければなと思

っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 今後の方針につきましても、医療と介

護の連携センター、今の医療介護連携課

に、在宅療養コーディネーターを配置し

ておりますけれども、ぜひ関係づくりを、

これから協力していきたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

以上、報告案件１でございました。 

○酒井会長 はい、ありがとうございま

す。新しい地域福祉の拠点ができると、

１つの施設ができるというご報告でござ

いました。この点について、皆様のご意

見等を伺いたいと思います。 

 資料を見るのに皆さん時間がかかって

いますという感じではあるのですけれど

も、どんな質問でも、よろしいですので。 

 では、私からですけれども、今直接ご

報告いただいた中に、施設内見学会とい

うのがあるのですが、これは大変多くの

方が集まると、さばき切れるのかなとい



う気がするのですが、大丈夫なのでしょ

うかね。 

○瀬崎医療介護連携課長 ご質問、あり

がとうございます。 

 職員のほうも何人か複数名、福祉部以

外で、衛生部、地域のちから推進部も応

援に回っておりますので滞りなくできる

ような形で準備するような予定です。 

○酒井会長 何名か集まって、ご案内し

ていただいているという感じですね。 

○馬場委員 衛生部の馬場でございます。

もちろん、この４日と６日の日に来てい

ただいて見ていただくのも、よろしいか

と思いますが、歓迎ですが、またこうい

った医療とか、介護に関する会議も、で

きるだけこれからはすこやかプラザあだ

ちで開催することが多くなるかと思いま

す、３階の研修室で。ですので、またこう

いう会議が、そこで催されたときに、例

えば、最初の３０分とか、最後の３０分

で、少しご案内できればと、そのイメー

ジも持っておりますので、何かこちらに

いらしたときにも、また見ていただけれ

ばと考えております。 

○酒井会長 はい、ありがとうございま

す。区民の方にも、やはりどんどん知っ

ていただくというのは、非常に大切なこ

とだと思います。ほか、いかがでしょう

か。 

 （２）に行きたいと思います。報告（２）

の「足立区第２のＬＩＮＥ公式アカウン

ト『あだち脳活ラボ』の開始について」、

それから報告事項（３）「令和７年度『あ

だち脳活ラボ』利用促進に向けた高齢者

へのスマートフォンサポート事業の概要

について」を、事務局から一括して説明

をお願いしたいと思います。 

○半貫高齢者施策推進室長 それでは、

資料１１ページを御覧ください。「足立

区第２のＬＩＮＥ公式アカウント『あだ

ち脳活ラボ』の開始について」です。説明

の前にＰＲ動画といったものがございま

す。既に２月上旬から区内のデジタルサ

イネージに放映しておりますので、もし

かしたら、御覧になられた方もいらっし

ゃるかと思いますが、これから流します

ので御覧ください。 

 

（動 画） 

 

○半貫高齢者施策推進室長 では、資料

のほうで、ご説明したいと思います。今、

ＰＲ動画でも流れておりました足立区第

２のＬＩＮＥ公式アカウントということ

で、スマホを活用したものなのですけれ

ども、ＬＩＮＥを入り口として脳トレ、

動画での運動、芸術等の知的活動、そう

いったものがご自身で確認しながら取り

組むことができるものになります。 

 今日は、リーフレットのほうも置かせ

ていただいております。こちらの出来た

ての、ほやほやでございます。開いてい

ただきますと４つのポイントということ

で、記載をしております。これまでの介

護予防事業というのは、地域学習センタ

ーなどの会場で決められた時間に、場所

も限られた中で実施をしておりました。

日中、お仕事をされている高齢者の方々

も、かなり多くいらっしゃいます。そう

いった方々が、なかなか参加できないよ

うな状況でもございました。区としては、

介護予防事業に取り組む方の裾野を広げ

たいということで、いつでも、どこでも、

誰とでも、もちろん１人でも、何回でも

活動できるようなものをということで、

スマホを使っての介護予防事業、認知症



予防事業に取り組むものです。 

 １つ目のポイントが、体操教室等のイ

ベントが検索できる。これは区の事業が、

検索できる機能になります。 

 また２つ目として脳トレ、これも１，

０００を超えるものになりますので、幾

らやっても違う問題が、次々と出てきま

すので、飽きることなく続けていただく

ことができます。 

 また３つ目として、運動、美術、音楽等、

４００以上の動画がございます。こちら

も飽きることなくできますし、お友達ど

うしで取り組んで、楽しみながらやって

いただくこともできます。 

 ４つ目として、先ほども、認知症検診

のところで少しご案内しましたが、Ｊ－

ＭＣＩと言いまして、物忘れチェックが

ございます。１３の質問に答えるだけで、

認知症のリスクを３段階で判定できるも

のになります。これらを総括して「あだ

ち脳活ラボ」と呼んでおります。 

 こちらのスマートフォンを利用するこ

とで、これまで対面式のものですと、ど

れだけの方々が活動しているのか、実数

というものが、なかなか見えなかったと

ころなのですが、個々の活動記録、こち

らを蓄積、見える化して、デジタルプラ

ットフォームを構築していきます。 

 「あだち脳活ラボ」の導入によって、実

現、拡充することで、別紙１を御覧くだ

さい。まず１２ページになります。 

 入り口は、あくまでもＬＩＮＥですが、

ＬＩＮＥ上には、個々の活動データ等が

保存されない仕組みとなっております。

時間や場所に、縛られない形でいつでも

自由に使っていただくことができます。 

 また、先ほどもお話しましたが、個人、

個人のデータの管理ができておりません

でしたが、それを統一的な形式で蓄積、

管理をしてまいります。対面式の介護予

防事業、これも、こちらに出席したかど

うかを二次元コードを活用しまして、ピ

ッとやっていただきまして、そちらのデ

ータを蓄積することで、実人数と、どな

たが、どの会場で取り組んでいただいて

いるのかが、把握できるようになります。 

 また、個々の活動状況に応じて、しば

らく活動されてないような状況が続きま

したら、ＬＩＮＥですのでプッシュ配信

で「しばらく活用されてないようですが、

いかがですか」というようなメッセージ

も、区のほうから、送ることができます。 

 １３ページになります。これまでも、

介護事業予防の中では、「運動」だけでな

く「栄養」、「口腔」の分野につきまして

も、専門の講師の方に来ていただいて、

取り組んでおりましたが、先ほども申し

上げたように、４００以上の動画等をご

用意しておりますので、制限なく、飽き

ることなく、皆さんに、複合介入型の事

業に取り組んでいただくことができると

考えております。 

 また、Ｊ－ＭＣＩで認知機能の低下に

つきましても、ご自身でチェックするこ

とができますので、これまでよりも早く

専門機関のほうに、つながることができ

ると思います。 

 また体力測定、先ほども申し上げまし

たが「はつらつ測定会」ということで、体

力だけでなく、「認知機能」についても測

定する「Ｗ測定会」を予約不要で、実施を

してまいります。 

 こちらの「あだち脳活ラボ」の構築に

当たっては、都の補助金、１０分の１０

を頂きまして、それを活用して実施をし

ております。６年度から８年度の３年間



で、年１億円、３億円の補助金を頂いて、

実施をしております。令和８年度までに、

取り組む指標を立てております。それが、

項番４に記載があります。 

 「あだち脳活ラボ」登録者数、まず令和

８年度末までに、７，０００人を目標と

しています。またＪ－ＭＣＩの実施者数、

こちらは、４，０００人、配信の動画利用

者数２，０００人ということで、目標を

掲げておりますので、多くの方に利用し

ていただけるよう周知または啓発等も、

行ってまいりたいと考えております。 

 実施に際してプレ体験会というものを

実施いたしました。別紙２を御覧くださ

い。シルバー人材センターまた、民生・児

童委員の方々にも、ご協力いただきまし

た。誠にありがとうございました。 

２月１２日にご説明を行いまして、２８

日にはフィードバックということで、１

２日から２８日の間にご自身で使ってい

ただきまして、使った感想等を２８日に、

お受けをしたところです。詳細はめくっ

ていただいて確認いただければと思うの

ですけれども、皆さん「楽しかった」です

とか、「ぜひ、続けていきたい」というご

意見が多くありました。中には既に日常

生活のルーチンとして、朝起きたらこれ

をやると決めて取り組んでいる方もいら

っしゃいました。 

 取り組むことで、ポイントを付与する

ような形になっております。そのポイン

トのランキングを確認することができま

して、「一生懸命やっているけれども、ま

だ２位なんだよ。なかなか、１位になら

ないんだ」と悔しがっているような方も

いらっしゃいましたので、皆さん、楽し

く取り組んでいただくことができたと思

います。 

 ただやはりスマホを見て、じっくりや

ってしまうので、少し疲労感というもの

を感じる方もいらっしゃいますので、ぜ

ひ使い方等ついても、高齢者の方々には、

ご説明をしながら、上手く活用していた

だけるように広げていきたいと考えてお

ります。 

 続けて、報告の（３）につきましても、

ご説明をさせていただきます。 

 １４ページになります。スマホをお持

ちの方というのは、７０代の方でも７割

いらっしゃるというのが、統計とかで分

かっておりますが、やはり、うまく活用

されているかでいうと、なかなか、そう

でないという実態もございます。 

ＬＩＮＥで入り口ということなのですけ

れども、まずＬＩＮＥの登録もまだやっ

てらっしゃらない方もいたりしますので、

まずは、登録のサポート会というのを用

意しております。こちら対面で、集合型

で、実施をする予定です。 

 生涯学習センター、地域学習センター、

江南住区センター、区内１５か所こちら

の会場を活用しまして毎月５か所ずつ実

施をいたします。 

 また、やっていく中でも、あれっと思

うようなことも、多々出てくるかと思い

ます。そういった方々向けには「スマホ

よろず相談」ということで、対面型、区役

所北館の１階にコーナーを設けまして、

毎月５回、対面型の相談会を実施いたし

ます。こちらは、予約制になります。 

 また、電話で「ちょっとしたことだけ

ど」という方はコールセンターをご利用

いただきたいと考えております。専用の

コールセンターを設ける予定です。この

概要の表の下に、小さく米印で書かれて

おりますが、スマホをお持ちでない高齢



者の方々にも、ぜひ「あだち脳活ラボ」を

試してみたいという方には、スマホを貸

与するということで、２月５日から、２

１日募集をかけまして、４１名の方に貸

与をする予定になっております。４月に、

この貸与者の方々に、講習会、第１回目

を開きまして、８年度末まで、このスマ

ホを貸与いたしまして、ご利用いただく

予定になっております。説明は以上にな

ります。 

 今月３月の末に、舎人の千本桜まつり、

ここでも会場を設けまして、登録会を実

施する予定でおります。若い世代の方々

にも広く周知をして、親御さんですとか、

祖父母の方にも広めていただくような形

も含めて、取り組んでまいりたいと考え

ております。説明は、以上です。 

○酒井会長 はい、ありがとうございま

す。今、報告事項（２）と（３）について、

一括して、説明を受けました。これにつ

いて、ご質問等ございましたら、お受け

したいと思います。お願いします。 

○鈴木委員 薬剤師会の鈴木です。質問

ですけど、「あだち脳活ラボ」の紙の、ス

マホをお持ちでない方に募っているとい

う、そういうことでありましたが。２年

に貸出しということなのですが、動画と

か見られたりする関係で、多分、通信費

とかは、結構かかると思うのですよ。で、

貸出しとなると、誰かが通信費を払うと

思うのですけど、その辺は、どういう計

画を立てているのか教えてください。 

○河内介護予防生活支援係長 介護予防

生活支援係河内から、お答えいたします。

貸与者向けの貸与の端末については、通

信料は、区側で負担しますので、ご本人

は負担なしになります。 

○酒井会長 よろしいですか。はい。ほ

か、いかがでしょうか。質問ありそうで

すね。お願いします。 

○小浦委員 栄養士会の小浦です。お世

話になっております。今、通信費のご質

問が出ましたけれども、私もそのほうが

気になってしまって、実際、動画を視聴

するときの通信ギガ数は、ご本人が契約

している範囲内のギガを使用するという

ことになるのでしょうか。無制限の人と

かだと、結構何本も動画見られると思う

のですけど、動画って、結構通信のギガ

数、使ってしまうので、急に速度が落ち

たりだとか、見られなくなってしまった

りだとか、そういうのがあると、利用控

えにならないかなと、ちょっと心配にな

りましたが、どうなのでしょうか。 

○河内介護予防生活支援係長 介護予防

の河内でございます。こちらの動画につ

きましては、委員もおっしゃられるよう

なギガ数の不安があるかと思われますけ

れども、一般的にはＹｏｕＴｕｂｅ等と

比べますと、動画の容量が少ない形式で、

配信させていただいていると、事業者か

ら聞いております。確かに、大量の使い

過ぎとか、そういったところは、どこま

でとなるかと思うのですけれども、一般

的な利用の中では、あまり影響のないよ

うなレベルと伺っております。 

○酒井会長 よろしいですかね。はい、

お願いします。 

○内藤委員 内藤と申します。よろしく

お願いいたします。携帯の使い方なので

すけれども、高齢でなかなかこの場所ま

で行かれない人もいるかと思うのですけ

れども、出張で教えていただくというこ

とは、ないのでしょうか。 

○河内介護予防生活支援係長 はい。介

護予防河内でございます。ただ、今回ス



タートとして、このような受入れ型とし

て固定の開催をしておりますが、やはり

要望がありましたら出張型というのも、

今後は、検討していきたいと考えており

ます。以上です。 

○酒井会長 はい、ほかには。お願いし

ます。 

○山下委員 医師会の山下です。高齢者

でもＬＩＮＥは、非常に使われていると。

メールを打てなくてもＬＩＮＥはできる

という高齢者は非常に多いので、そこは、

綿密にして、ここの「あだち脳活ラボ」に

アクセスするというアイデアは、非常に

いいと思います。 

 ただ一方で、ＬＩＮＥジャパンに関し

ては２０２１年の脆弱性個人情報保護の

問題もありまして、やはり、区民の中に

は、ＬＩＮＥを使われたくないという方

もいるのではないかと思います。そうな

ると、このＬＩＮＥを通さずに「あだち

脳活ラボ」のサイトにアクセスできる方

法というのがあるのかなと。 

○河内介護予防生活支援係長 ありがと

うございます。引き続き介護予防の河内

でございます。今回ＬＩＮＥを採用させ

ていただいたのは、まず、アプリの登録

ですと高齢者の方、なかなか難しいとい

うことで、委員がおっしゃっていただい

たような、ＬＩＮＥを使われている方は、

なかなか多いということで、採用させて

いただいたところでございます。 

 ＬＩＮＥが使いたくないという方につ

きましては、今の時点でご案内としては、

まずはこのシステムでのご案内というこ

とで、紹介をさせていただければと思う

のですけれども、まず個人情報等の不安

の部分につきましては、今回ＬＩＮＥを

通じて区側で情報を収集させていただく

中に、間に、クラウドを挟んだ形で、個人

の情報を何十桁という数字に変換させて

いただく形になります。なので、ＬＩＮ

Ｅの会社側にも情報が残らず、区側でし

か分からない形でシステムを頂きますの

で、個人情報のセキュリティの部分はニ

ュースのような不安は感じなくて結構で

すというご説明はしていこうかと思って

います。ただ、そのあたりがご理解を頂

けるように丁寧にご説明していければと

考えております。以上です。 

○山下委員 まさにその暗号化ができな

かった、実はしていなかったというとこ

ろが、２０２１年のＬＩＮＥ問題だと認

識しているのですけれども。 

○神家満高齢計画調整担当係長 高齢計

画調整担当の神家満からお答えさせてい

ただきます。山下委員がおっしゃるとお

り、ＬＩＮＥを使わない方は一定数いら

っしゃるなということは、あらかじめ想

定しております。我々としても、大前提

として、今後、この介護予防事業、「あだ

ち脳活ラボ」だけで展開していくつもり

ではございません。新たな選択肢として、

今回、こういったものを区民の皆様にご

提供させていただきたいと考えておりま

す。その上で、ＬＩＮＥを使わないで「あ

だち脳活ラボ」の利用はできるのかとい

うところなのですけれども、ゆくゆくは、

例えば通いの場ですとか、施設の講座の

１つですとか、コンテンツとして、サー

ビスを提供したいなと考えております。

なので、個人で利用する以外に、自分は

やらないけど、人と一緒に、その動画を

視聴するとか、コンテンツの脳トレをや

るとか、そういった場は広げていきたい

なと考えております。 

○酒井会長 はい、お願いします。 



○白井委員 居宅介護支援部会の白井で

す。この「あだち脳活ラボ」報告（３）で

基本的なことをお尋ねさせていただけた

らと思っているのですけれども。まず、

「スマホをお持ちでない方には貸与しま

す」と書いてあるのですけど、持ってい

て、私、持ってないよという方に対して

の確認方法と、機能制限付スマホという

のは、基本的に、この「あだち脳活ラボ」

しか使えない、ほかのところは使えない

という理解でよろしいのか、というのが

２つ目。３つ目としては、限定１００名、

これは抽選でと書いてあるのですけど、

１００名をもし超えた場合はどうするの

かというところをお尋ねしたいと思いま

す。 

○神家満高齢計画調整担当係長 神家満

からお答えいたします。まず１点目、ス

マホを持っているかどうかの確認方法な

のですけれども、これは自己申告とさせ

ていただいております。ただ何度も、我々

のほうで、申込みを受け付けるタイミン

グ、あとは、申込書を記載していただく

際に、いろいろと約束事がありますので、

そこの同意書の中で持っていないという

ことを、確認させていただいております。 

 ２点目について、その制限の内容なの

ですが、おっしゃるとおり、専用端末と

してお貸し出ししますので、一番大きな

制限内容としては、電話が使えません。

あとは、紛失ですとか、盗難に遭ってし

まったとか、そういった対策のために、

管理ソフトを入れさせていただいており

ます。そういったもので、失くしてしま

ったときにＧＰＳで、端末を探し出した

り、盗難に遭ったときに、遠隔で初期化

してデータが盗まれないようにするとか、

そういった対策を講じております。 

 ３つ目、１００名を超えた場合につい

てなのですけれども、今回、結果的に１

００名を超えなかったのですが、１００

名を超えた場合には、抽選をさせていた

だくということを、チラシのほうにも記

載させていただきました。抽選をする上

でも、単身の方を優先で抽選をさせてい

ただきますということも、ご案内させて

いただいております。以上です。 

○酒井会長 はい。 

○廣島委員 通所部会の廣島と申します。

今回、「あだち脳活ラボ」が、スタートし

た後の使用感であったりとか、先ほど言

ったＬＩＮＥを使っていないとか、そう

いうことももろもろも含めて、意見とか、

どのように収集していくのかをお聞かせ

いただければと思います。 

○神家満高齢計画調整担当係長 神家満

からお答えいたします。使用感に関する、

その区民の感想ですね。今登録サポート

会ですとか、あとは、各講座、イベントで

出展した際にアンケート、あとはＬＩＮ

Ｅで、プッシュ通知もできますので、実

際に利用されている方に対して、アンケ

ートを取るということもできるかなと考

えております。 

○大口委員 大口でございます。将来に

向けてとのご意見ということですね。足

立区第２のＬＩＮＥの公式アカウントと

いうことは、第１の公式アカウントが存

在しているということだと思うのですけ

れども、第１は今どんな感じになってい

るのでしょうかね、それをちょっと。 

○神家満高齢計画調整担当係長 第２と

あえてうたっているのはで、足立区、も

ともと自治体としての公式ＬＩＮＥアカ

ウントを持っております。区のイベント

の情報ですとか、災害時の緊急の情報の



発信というものに、今、使われておりま

す。 

 今回、あえて第２ということで、分け

ましたのは、既存のＬＩＮＥアカウント

には、個人にプッシュで通知をするとい

う選択肢が、個人に通知をするという機

能が備わっていないために、まずは専用

の公式アカウントを立ち上げて行うとい

うことで、こういう判断をさせていただ

いております。 

○大口委員 ありがとうございます。そ

うなってくると、あとは第３という形で、

他の部課でも取組が進んでくるのではな

いかと思うのですけれども、そのときに、

先ほどの第１も含めてなのですけれども、

第１のほうから、こっち流れてくるとか、

第３が新しくできたところから、こっち

にも流れてくるという流れとか、部をま

たがるかもしれませんが、いろいろな方

と区民に広げられるような形で、区内全

体で今後の取組というのを検討していた

だきたいなと意見として、言わせていた

だきました。ありがとうございます。 

○酒井会長 よろしいですか。 

○河内介護予防生活支援係長 ありがと

うございます。介護予防担当河内でござ

います。委員がおっしゃるとおり、第１

の区の公式ＬＩＮＥアカウントの連動は

実装しているわけです。今後第３が生ま

れる期待になるかと思うのですけれども、

システム上、新たな取組が新しくカセッ

ト型で追加ができるような仕組をつくっ

ていただいてはおります。その辺りは、

今後の動きに合わせて、庁内連携できれ

ばと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○酒井会長 はい、ありがとうございま

す。続きまして、次の報告に入りたいと

思います。報告事項の（４）「令和６年度

『ぱく増し』事業について」、それと報告

事項の（５）「高齢者配食サービス支援事

業について」というところから、一括し

て、報告をお願いしたいと思います。 

○半貫高齢者施策推進室長 はい、それ

では、資料１７ページを御覧ください。 

「令和６年度『ぱく増し』事業について」

のご報告になります。２月に「ぱく増し」

月間ということで、事業を行いました。 

月間キャンペーンということで、実は、

今日３月１３日まで応募期間としたので

すけれども、資料のほうでも、別紙１と

いうことで、上げさせていただいており

ます。 

こちらの応募状況ですが、３月７日現在

で、すでに６，５６６ということで、前年

度の倍以上の応募を頂いております。 

 「ぱく増し」についても、浸透してきて

いるのかなと、捉えているところです。

普及啓発品としまして、令和６年度ハン

ドタオルを作りました。皆様のところに

も、袋に入って、机上に置かせていただ

いておりますが、たんぱく質のものが分

かるように、納豆ですとか、牛乳ですと

かたんぱく質が含まれる食品の絵が描い

てあるものになります。記念にお持ち帰

りいただければと思います。こちら、１

月２５日号あだち広報の発行に合わせま

して、地域包括支援センターに来所され

た方々「ぱく増し」リーフレットとあわ

せて配付をしております。また、今年度

もスーパー、コンビニの方々に連携をし

ていただきました。スーパー１７店舗、

セブンイレブン１４０店舗と連携したと

ころです。それぞれ写真でも載せさせて

いただいておりますが、のぼりを設置し

ていただいたり、お弁当に「ぱく増し」の



シールを貼っていただいたり等で、ご協

力いただきました。 

 またセブンイレブンですけれども、独

自企画を実施していただきました。２月

１４日から２０日に、カップデリを２品

買うと「ぱく増し」商品をプレゼントと

いうことで、サラダチキンバーをプレゼ

ントされたということです。 

 また食品メーカー、味の素さん、キュ

ーピーさん、今年度もご協力いただきま

して、それぞれの商品を使った「ぱく増

し」レシピというものを考案をしていた

だいて、お知らせをしていただいたとこ

ろです。 

 あだち広報、１月２５日号にも周知を

しているところですが、区内の地域学習

センター、それから生涯学習センターの

ミニコミ誌にも、「ぱく増し」の記事を、

それぞれ出していただきました。今、画

面のほうにも出ておりますが、左側が、

興本地域学習センター、右側が新田に出

していただいたところです。 

 また、住区センター等にもご協力いた

だきました。普及啓発品として作りまし

た手拭いがあったのですけれども、その

手拭いを使いました「てぬぐい体操」と

いうものを、今年度、あだちＰＯＳネッ

トワークの先生方にもご協力いただきま

して、作ったところです。 

 報告（４）の別紙２としまして、資料を

おつけしておりますが、「てぬぐいしぼ

り」等を実施をしていただきました。こ

ちら、たんぱく質を取って筋肉の維持に

も役立てようということで、体操を考案

したところです。７年度は、こちらの動

画もつくる予定でおります。 

 続きまして、資料２５ページになりま

す。高齢者配食サービス支援事業につい

てです。第１回目のときに、委員の皆様

から、いろいろご意見も頂いたところで

すが、令和６年１０月１日から高齢者配

食サービス事業が開始いたしました。 

 ６５歳以上の１人暮らしか、高齢者夫

婦世帯、高齢者のみの世帯の方々を対象

に、買い物に行けないとか、調理ができ

ない、火の取扱いが制限があるという

方々を対象に、配食の事業者さんのご協

力の下、お弁当を届けていただいており

ます。配食事業者のご既定のお弁当の金

額から、３００円を配食事業者の方に。

利用者の方には、３００円引いた額を、

ご負担いただいております。１日に利用

できるのは、お昼から夜、いずれか１食

ということで、１週間７食までとしてお

ります。２６ページに、実績がございま

す。 

この３月開始分を含めまして、１，８２

５人の方に、ご申請いただき、利用をし

ていただいているところです。１人当た

りの平均食数は、２０．４食ということ

で、今現在、１７事業者の方々に、ご協力

いただいて、実施をしております。 

 別紙としたしまして、ご協力いただい

ている事業者、またメニュー等も、載せ

させていただいております。ご確認いた

だければなと思います。報告は以上です。 

○酒井会長 はい、ありがとうございま

す。非常に、身近なご報告だったと思う

のですけれども、このご説明を受けて、

ご質問等ございましたら、いかがですか。 

○塩谷委員 はい、では、私のほうから。 

○酒井会長 はい。 

○塩谷委員 足立区介護サービス事業者

連絡協議会の塩谷です。こちらの、一番

最初に、この協会団体として、足立区議

会のほうにも要望として出させてもらっ



たことが、こういった形で、区の皆様の

ご協力の下、成功させたということに対

して本当にありがたく思っているところ

です。 

 実際、現場のほうでも、すごく活用さ

れている方が多くて、こちらのほうにも、

金額で実際の実績が出ていると思います

けれども。当初、要望を出させていただ

いたときは、かなりの公費が出ていくこ

とになるのかと思ったので、非課税世帯

前提とか、課税条件の部分とか、あとは、

重度者の方の特別処遇とか限定されたも

のになるのかなと、私は思っていたので

すが、ただこれもフレイル予防というと

ころも含めて、元気高齢者の方も使える

よというところですとか、あとは、家庭

状況にも、そこには支障なく壁をつくら

ずやっていただいたということで、すご

く現場感として、すごく活用されている

ことで、こういったものが、区民の生活

に、健康に活用されていると思っている

ところでございます。ありがとうござい

ます。 

○酒井会長 はい、ありがとうございま

す。はい、どうぞ。 

○千ヶ崎福祉部長 福祉部長の千ヶ崎で

す。今の塩谷さんのお話を受けてなので

すけど、あの人手不足の訪問介護にあっ

て、例えば、その調理の時間を取るので

はなく、弁当に変わっているというケー

スは、結構あるのですかね。 

○塩谷委員 実際にあるかと思います。

なかなか、そのヘルパーの数が、圧倒的

に少なくなっているというところにおい

て、この配食事業が、代わりというか、代

替のものとして活用しやすくなっている

のは、明らかだと思います。 

○酒井会長 はい。 

○羽田委員 訪問看護部会の羽田です。

この「ぱく増し」の絵の部分がすごくか

わいくて、私も区役所の窓口に行くと、

ちょうだい、ちょうだいと言って、地域

の訪問看護師さんだったりとか、地域の

人に見せて配ったりとか、すごく分かり

やすいので、そこで「ぱく増し」という言

葉も、訪問看護の現場でも、できるだけ

というか、自然に使えるような形で、や

はり、食事の面であったりとか、健康維

持の形で、利用者さんだけではなくて、

その家族、高齢の方も多いので、この言

葉を使わせていただいて、日々活動をし

ています。 

 この「てぬぐい体操」を初めて知った

ので、こういったものもモデルにしなが

ら、訪問看護でリハビリ的なものも一緒

にするということもあるので、こういっ

たものを使わせてもらえるといいかなと。 

 あと、お弁当のことに関しても、生活

困窮している独り暮らしの認知症の高齢

者に関しては、先ほどの話に、いろいろ

戻ってしまうのですけれども、介護保険

を申請しても、なかなかサービスに行き

つかない。やっぱり結果が出るまでは、

プランを組めないとか、暫定を待ってい

るところとか、現場では、私は、出くわす

ことが多くて、結果が出るまでの期間を、

訪問看護の指示書を使って、ご支援に伺

うということが、やはり現場では起きて

います。 

 地域包括ケアということで捉えると、

やはり介護保険の申請から結果まで、足

立区は、かなり時間がかかっていて、そ

この間の高齢者の生活を、誰かが支えな

いといけないというところで、訪問看護

師が、奔走している現場も、実際あると

いうところになっているかと思うのです



けれども、そういったところで、今回の

お弁当というのは、すごく今、活用され

ています。以上です。 

○酒井会長 はい、ありがとうございま

す。 

○白井委員 居宅介護支援部会の白井で

す。まず、ちょうど２日前ですかね、要支

援の利用者さんのお宅を訪問したときに、

「てぬぐい体操」の手拭いがあって、「こ

れ、どうしたの」と聞いたら、「もらった」

と。「リーフレットはどうしたの」と聞い

たら、「分からん」と。「この手拭いかわ

いいから、こうやって飾っているんだよ」

とおっしゃっていたので、手拭いをする

ことによって、見た目もかわいいし、分

かりやすいというご意見があったのが１

つでございます。 

 配食のほうなのですけど、１食３００

円というところで、３００円だったら、

頼めるわねというご意見も、多々出てお

ります。配食サービスって、正直言いづ

らいのですけど、あまりおいしくないと

いうイメージが根強かったので。ただ値

段だけ見ると「３００円で食べられるな

ら、いいか」と、そういったご意見も出て

きたので、ぜひ、今後も活用していきた

いと考えております。以上です。 

○酒井会長 この点事務局から。 

 私から質問をさせていただきたいので

すけれども、この配食サービスなのです

が、「全て３００円割引後の税込金額で

す」と出ているので、３００円で提供で

はないですね。この点、３００円で利用

できるサービスと勘違いされる人はいな

いかどうか、その点について。 

○日下在宅支援係主査 在宅支援係の日

下から回答いたします。先ほどのご利用

者様にご利用いただく際の金額について

は、報告の別紙の資料として、事業所の

一覧をつけているのですけれども、ここ

に載っている金額でご利用できますとい

うことで、ご理解は頂けているかと思い

ます。こちらでご案内する際に、全て３

００円で食べられると言ったようなこと

で、何か誤解を生じたりといったことは、

こちらではあまり実感としてはないかな

と。３００円を引く形なので、安い金額

で食べられるものもありまして、配送の

エリアさえ合えば、広く選択をする形で、

ご利用いただけているかなと思っており

ます。以上になります。 

○酒井会長 実際、例えば、この報告（５）

の別紙、店コード１０１でいえばが、３

００円割り引いた後の、ヘルシーメニュ

ーのご飯つきの値段が４９８円と。これ

を利用者にお支払いいただくということ

なのですか。 

○日下在宅支援係主査 そのとおりでご

ざいます。 

○酒井会長 あと、私からなのですけれ

ども、報告事項の（５）の２５ページです

けれども、対象要件等は、非常に分かり

やすくなっているかと思うのですが、各

対象要件の年齢・世帯要件がクリアしや

すい、分かりやすい。（２）の身体・健康

状態等についての事項イに関しては、か

なり制限的な条件になっていると。アに

ついては、「加齢等による身体的機能低

下、怪我、障がいなどにより、買物・調理

等が困難」とありますけれども、怪我と

障がいというものが明確になくても、身

体的機能が低下していれば、該当し得る

ことになるかと思うのですが、この辺り

の身体的機能低下は、ご本人の申告だけ

でアの該当を認めるのか、何らかの別途

の説明が必要かについては、いかがでし



ょうか。 

○日下在宅支援係主査 在宅支援係の日

下から、説明いたします。この身体機能

の低下については、現状は申請書に記載

の事項と、基本的には自己申告というよ

うな形でさせていただいております。具

体的には、身体機能の低下があって、買

物・調理が困難というところで、実際に、

無理をしてご自身で行われている方もい

らっしゃるのですけれども、買物ですと

か、調理を行うことによって、何かしら

の怪我の危険があったりですとか、そう

いった方については、個別に聞き取りを

して、対応しているといった現状になり

ます。以上になります。 

○酒井会長 はい、ありがとうございま

す。はい、お願いします。 

○大竹委員 足立区ボランティアの大竹

です。あの「てぬぐい体操」についてなの

ですけど、以前、あだちらくらく体操と

セントラルスポーツのフレイル予防のＤ

ＶＤをつくっていただいたことがあるの

ですけれども、今、うちでも会議等のと

きに活用させていただいているのですが、

今後、これに関連したＤＶＤを作るとい

う計画はありますか 

○酒井会長 はい。 

○黒川高齢者医療施策推進担当係長 高

齢者医療施策推進担当の黒川です。今回

は、印刷物ということでチラシを作りま

したけれども、令和７年度動画を作ると

いうことで、計画しておりますので、そ

の動画を広く使っていただけるようにし

ていきたいと思いますので。もし、大竹

委員のところでも、ご活用いただけるの

であれば、活用いただけたらと思います。

よろしくお願いします。 

○酒井会長 はい、ありがとうございま

す。それでは、次の事項に、入っていきた

いと思います。 

 報告事項（６）「地域包括支援センター

の区有施設への移転、統合、新設及び区

域変更について」、報告事項（７）「『地

域包括支援センター千住本町』の移転に

ついて」一括してご説明をお願いしたい

と思います。 

○半貫高齢者施策推進室長 はい。それ

では、資料３１ページを御覧ください。 

「地域包括支援センターの区有施設への

移転、統合、新設及び区域変更について」

になります。地域包括支援センターです

が、今が、各事業者にやってくださいと

いう随意契約でやっておりますが、令和

７年度からプロポーザル、提案して、私

たちがやりますと、その事業者から選ぶ、

そういった方向に変更をいたします。事

業者が変わるたびに、ホウカツの設置場

所が変わらないように、可能な限り、区

有施設に移転するという方針がございま

す。また、今後も、高齢者人口増えてまい

ります。各ホウカツ、１ホウカツが担当

する高齢者人口が、平準化するような形

を取って行きたいと考えております。 

 ３３ページ、Ａ３の資料を御覧いただ

きながら、説明をいたしたいと思います。

今、１ホウカツ当たりの人口、平均で６，

８００人です。高齢者人口が多いのが、

東部地域、また高齢者人口が少ないのが、

千住地域になります。 

 まず、千住地域、千住地区、左下を御覧

ください。まず、直近ですけれども、この

あと、報告（７）で、ご説明いたしますが、

千住本町のホウカツを、「学びピア２１」

のほうに移転いたします。また、その後、

令和９年度以降に、千住本町と、日の出

等を統合し、一部地域を変更いたしまし



て、４つあったホウカツを３か所にいた

します。 

 また東部地区ですが、１ホウカツ当た

り、既に１万人を超えております。１０

年後につきましても、さらに人口が増え

る予定でおります。今、３か所ですけれ

ども、４つ目、仮称「大谷田」というホウ

カツをつくる予定です。一部地区も変更

いたします。今現在東和のホウカツが、

担当の区域外の中川の地区のところに担

当のホウカツがあります。東和ホウカツ

が、東部福祉課が、今、大谷田区営住宅と

いうところを造っているのですけれども、

そこの２階に移ります。そこに空いた東

部福祉課のところに、東和のホウカツが

入る予定でございます。 

 新たに親切を予定している仮称「大谷

田」のホウカツも、大谷田の区営住宅の

中の新たに入る東部福祉課の２階の部分

に、入らせていただく予定でおります。

こうすることで、どちらも、ホウカツも、

高齢者人口、少し平準化していくような

形になっていきます。 

 また先ほど、すこやかのほうでも説明

がありましたが、ホウカツ江北も、すこ

やかの中に、４月に入る予定になってお

ります。 

 続いて、報告（７）を御覧ください。今、

お話した千住本町ホウカツですけれども、

「学びピア２１」に移転し、運営を開始

するのは、３月１７日月曜日からになり

ます。電話番号、ファクス等は、変わりは

ありません。また、担当地域の地元の会

長さんの方々にも、ご説明はしていると

ころです。説明は、以上になります。 

○酒井会長 はい。ありがとうございま

す。これで、本日の報告事項については、

全て終了することになります。本日は、

議事、報告、それから情報連絡ですね、そ

ういった点も含めて、ご質問等あれば最

後にお受けしたいと思いますが、いかが

でしょうか。時間は限られますけれども、

これは聞いておきたいというのはござい

ますでしょうか。お願いします。 

○鈴木委員 薬剤師会の鈴木です。先ほ

ど思いつかなかったので、今質問を。 

 すこやかプラザ足立のことで、１件、

確認したいことがあるのですけど、防災

とかもそういうところに長けていること

と、書いてあると思うのですけど。足立

区の防災訓練とかで、各足立区のエリア

いろいろなところで、地域の方々を含め

て、防災訓練、防災関係のことをやって

いると思うのですけれども、新しくでき

た建物なので、例えば、区が最初被災し

たときに、ここに行っていいのか分から

ないみたいになってしまうと思うのです。 

 防災訓練とか、そういうときに、そう

いうところでもイベントとか、防災関連

のイベントと言うのですか、そういうの

をやる予定があるのかどうか、区民の

方々が、気軽に行けるようなイベントと

かがあるのかどうか、それを確認したい

です。 

○馬場委員 衛生部長。 

○酒井会長 はい。 

○馬場 防災訓練、すこやかプラザあだ

ちを起点とした防災訓練ですけれども、

まず、すこやかプラザあだちは、全体と

して、保健所の機能をカバーする施設と

なります。現在の足立保健所は、国が定

める保健所機能を７２時間維持するとい

う電力の供給などが、どうしても建物の

都合上、できない施設ですので、すこや

かプラザあだちには、そういった自家発

電なども入れて、７２時間、保健所機能



を維持する施設にします。 

 今、医療部の医療コーディネーターと

か、薬剤コーディネーターの方は、保健

所が使えないので、区役所の２階で活動

していただくようになっておりますから、

これからは、こちらの施設の２階、ある

いは３階で、医療コーディネート、薬剤

コーディネートをいたします。また、Ｄ

ＨＥＡＴや、ＤＭＡＴの活動拠点としま

す。女子医大とも連携して、全国からの、

いろいろな自治体や国からの医療関係の

拠点とします。 

 ついては、医師会、薬剤師会の皆様と

の訓練場所は、これから、そこに移るの

ですけれども、区民の方をそこにすごく

たくさん集めて、避難をしていただくと

いう施設にはならず、乳児健診などをや

って残った方、急に地震が来て、帰れな

いという方がとどまっていただいたり、

今、福祉の避難所としても使えないかな

という話も出ておりますけれども、その

一部の方の避難は、受け入れていく予定

なのですが、建物全体としては、例えば、

薬剤の荷さばき場です。薬がどんどん届

いて来ますので、それは、１階の屋根下

広場のところで荷さばきをして、多分、

３階の多目的室あたりを、薬剤の病院の

ルールありますよね、それと同じような

配置にしてできればと考えておりますの

で、ここの医療の拠点として使うところ

は、それぞれの医師会のほうで、ご説明

させていただきたいと思います。以上で

す。 

○酒井会長 はい。 

○鈴木委員 想像と違っていたので、教

えていただきましてありがとうございま

す。持ち帰って、会員のほうに、周知徹底

させます。ありがとうございます。 

○馬場委員 はい。また改めて、私も、ご

説明に伺わせていただきますので、よろ

しくお願いいいたします。 

○酒井会長 よろしいですか。はい。そ

れでは、時間の関係がありますので、今

日の議事に関しては、終わらせていただ

きたいと思います。 

 本日は、いろいろなことがありました。

ホウカツに関しては、評価の問題と、そ

れから統廃合の問題があります。いずれ

も職員さんが、いわゆるホウカツの仕事

をよりよく果たしていくというためには、

非常にその大切さというのが、やはり見

せていかなければ達成できないこととい

うことを感じました。 

 それから「あだち脳活ラボ」について

は、実施検証というものをしていること

が重要であるという点も意識されました。 

 もう一点、医療連携の必要性というも

のは、やはり、ケア説明において重要性

は上回っているので、すこやかプラザあ

だちも１つの拠点として活用して展開し

ていっていただきたいと思いました。 

 ６年度の課題、あと７年度ですね。目

標というものもできたかと思います。 

 この時間、皆様、お集りいただきまし

て活発なご意見ありがとうございました。

では、以上です。事務局のほうにお返し

いたします。 

○神家満高齢計画調整担当係長 酒井会

長、ありがとうございました。委員の皆

様におかれましても、大変長時間にわた

り様々なご意見、ご質問を頂きまして、

誠にありがとうございます。以上を持ち

まして、本日の会議は、終了となります

が、初めに、傍聴者の皆様からのご退席

をお願いいたします。傍聴証と資料につ

きましては、返却していただきますので、



席に置いての、ご退出をお願いいたしま

す。また、お配りいたしました「あだち脳

活ラボ」のリーフレットは、お持ち帰り

いただいても結構ですので、こちらのほ

うは、お持ち帰りください。委員の皆様、

今、しばらくお待ちください。 

○神家満高齢計画調整担当係長 ここで、

委員の皆様に、事務連絡がございます。 

 次回の地域包括ケアシステム推進会議

でございますが、先ほど、ご説明させて

いただきました、この４月に、新たに開

設いたしますすこやかプラザあだちで、

６月１３日に開催をさせていただきます。

別途、開催案内については、後日、改めて、

お送りさせていただきますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 最後に、区から謝礼をお支払いする委

員の方で、支払い口座に変更のある方は、

お帰りの際に、事務局にお声がけくださ

い。 

 また委員の皆様で、本日、お車でおい

での方がいらっしゃいましたら、お帰り

の際に、受付にお申し出ください。駐車

券をお渡しさせていただきます。 

 それでは、これにて「令和６年度第２

回足立区地域包括ケアシステム推進会議」

を終了とさせていただきます。本日は、

誠にありがとうございました。 

 


